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Ⅰ 大学の現況及び特徴 

１ 現況  

（１）大学名  福岡女子大学 

（２）所在地  福岡県福岡市東区香住ヶ丘１－１－１ 

（３）学部等の構成 

   学部：文学部、人間環境学部 

   研究科： 文学研究科、人間環境学研究科 

   関連施設：女性生涯学習研究センター、産学官地

域連携センター、国際交流センター、情報センター、学

生キャリア支援センター 

（４）学生数及び教員数（平成 22 年５月１日現在） 

 学生数：学部 802 人、大学院 48 人 

   専任教員数：51 人 

   助手数：10 人 

２ 特徴 

（１）沿革 

本学は、大正 12 年(1923 年)に、我が国初の公立の女子

専門学校として開校された福岡県立女子専門学校(文科、

家政科)を母体とし、昭和 25 年(1950 年)、第二次世界

大戦後の学制改革により 4 年制の大学に昇格して福岡女

子大学として開設された。当初は学芸学部(国文学科、

英文学科、生活科学科)のみの一学部であったが、昭和

29 年(1954 年)に、文学部(国文学科、英文学科)と家政

学部(家政学科－食物学専攻・被服学専攻－、家庭理学

科)の二学部体制となった。   

国際化・情報化の進む厳しい時代を生き抜くための「鋭

い思考力」と「総合的な判断力」を身に付けた学生を養

成すべく、さらに教育・研究の充実を図って、平成 5 年

(1993 年)に、大学院文学研究科修士課程(国文学専攻、

英文学専攻)が設置され、平成 9 年(1997 年)には、大学

院文学研究科英文学専攻博士後期課程が設置された。 

一方、家政学部は、平成 7 年(1995 年)に、21 世紀の人

類の主要課題が「環境」と「健康」であるとの認識のも

とに、自然科学的観点から人間環境学の教育、研究を行

うため、環境理学科、栄養健康科学科、生活環境学科の

3 学科からなる人間環境学部として発展的に改組された。

さらに、過去の伝統的基盤の上にさらに質的充実を図る

措置が緊急の課題となり、平成 12 年 (2000 年)には、

大学院人間環境学研究科修士課程(環境理学専攻、栄養

健康科学専攻、生活環境学専攻)を発足させた。 

このように本学は、開学以来 87 年の歴史と伝統をもち、

その間に送り出した 10,000 名を超える卒業生は各方面

で活躍し、広く社会に貢献している。 

（２）大学の理念と改革 

 本学の教育目的の特徴は、前身である福岡県立女子専

門学校の初代校長 小林照明が学生に告げた建学の精神

にうかがえる―「新時代の男女の機会均等へ第一歩を印

する諸姉は、校舎の貧しさに心揺るがすことなく、内面

的教養の充実に専心し、理想高くリファインされた淑女

として、社会の先覚者として自覚を持って勉学された

い」。この精神は現在まで引き継がれ、学則第一条に、

本学の目的は「広く知識を授け、専門の学芸を教授研

究」するとともに、「知的、道徳的及び創造的能力を備

えた女性を育成し、もって文化の向上と社会の発展に寄

与すること」であると述べられている。 

 本学は平成 18 年 4 月から公立大学法人に移行したが、

第１期の中期計画（平成 18～23 年度）では、①教育、

②研究、③社会貢献、④業務運営、⑤財務、⑥評価、⑦

情報公開、⑧大学改革の推進の８項目を立て、計画を順

調に実施してきている。この中で特に強調している特色

は次のとおりである。 

 教養・専門教育の中で、職場、家庭、地域など社会の

様々な分野において、重要な役割を担うことができるよ

う、コミュニケーション能力、判断力、実行力を身に付

けた女性を育成することを教育の目的としている。また、

就学中に社会活動等を実践し、女性の「自立性とリーダ

ーシップ」を育むための授業内容を充実させている（現

代 GP「男女共同参画社会をめざすキャリア教育」）。 

 また、公立女子大学として、女性の全生涯を真に捉え

る立場から、「①中学・高校から大学にわたる修学期、

②就労・育児期、③壮年・高齢期」の代表的な三期間に

分けて、それぞれに適切な学習プログラムを提供するこ

とを心がけている。 

 これまでの本学の理念に加えて、平成 20 年 11 月、時

代の変化に柔軟に対応できる豊かな知識と確かな判断力、

しなやかな適応力を持ち、アジアや世界の視点に立って、

国内はもとより、海外の国や地域において、より良い社

会づくりに貢献することのできる女性の育成を改革の基

本理念とする「福岡女子大学改革基本計画」を策定し、

平成 23 年４月を目途に、新たに一学部三学科体制の新

学部による新次元での大学改革を進めている。 
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Ⅱ 目的 

 福岡女子大学は、「教育基本法及び学校教育法に基づいて、広く知識を授け、専門の学芸を教授研究して、知

的、道徳的及び創造的能力を備えた女性を育成し、もって文化の向上と社会の発展に寄与すること」（学則第１

条）を目的に掲げ、平成 18(2006)年の公立大学法人化にあたっても、本目的を学則において継承している。さ

らに、平成 5 年(1993 年)、平成 9 年(1997 年)及び平成 12 年 (2000 年)に各々開設された大学院では、過去の伝

統的基盤の上にさらに教育・研究の充実を図るため、「学術の理論及び応用を教授研究し、精深な学識と研究能

力等を養い、文化の進展に寄与する」ことを目的としてきた。    

 

【福岡女子大学の使命】 

 福岡女子大学は、その歴史と伝統を大きな資源とし、学生の自主性・自発性を喚起する教育を行い、職場、家

庭、地域など社会の様々な分野において重要な役割を担うことができる優秀な女性を育成することを使命とする。 

 

【福岡女子大学の目標】 

平成 18(2006)年に移行した公立大学法人の第１期中期目標では、大学の基本的な目標として次の８項目を掲げ

ている。 

１．教育 

「職場、家庭、地域など社会の様々な分野において、重要な役割を担うことができるよう、コミュニケーション

能力、判断力、実行力を身に付けた女性を育成する。」 

(1) 特色ある教育の展開 

 福岡女子大学は、自らの言葉で相手と対話し、理解させることができるコミュニケーション能力、的確

に課題を解決できる判断力、自らの役割を認識して責任ある行動をとることができる実行力を育成するた

めの教育を実施する。 

(2) 教員の教育能力の向上 

 教員の個人業績評価制度と任期制を導入し、教育能力の向上と教育活動の活性化を図る。個人業績の評

価は授業活動を中心として行い、その結果を人事や給与に反映させ、教員の職務へのインセンティブの付

与を図る。 

(3) 優秀な学生の確保・育成 

 大学が求める優秀な学生を確保するため、高校訪問、出前講義、オープンキャンパスなどの広報活動を

充実させ、高校生等に福岡女子大学の魅力を広く伝える。また、入試方法の見直し、厳格な成績評価の実

施などにより、優秀な学生を選抜し、育成する。シラバスに、各科目の到達目標と成績評価基準を明確に

示して学生の目標設定を容易にし、学生の学習意欲を高め、自主的な学習を促す。 

 (4) 就職支援の充実 

 就職を希望する学生を支援するため、独自に企画したインターンシップの実施をはじめ、就職先開拓や

求人情報の提供など、教職員が一体となって就職支援の充実を図る。また、在学生だけでなく、卒後の未

就職者に対しても支援を実施する。 

２．研究 

「大学の教育や社会の発展に役立つ研究を推進する。」 

 福岡女子大学は、試験研究機関や他大学との共同研究、産学官連携などを通じ、大学の教育と社会の発展に有

用な研究を重点的に推進する。研究費については、大学の財源を効果的に配分するとともに、外部研究資金の獲

得に積極的に取り組む。 
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３．社会貢献 

「大学の保有する人材、知識、施設等を社会のために活用する。」 

 大学が保有する人材や知識等を活用して、就業中の女性や転職・復職を希望する女性を対象としたリカレント

教育などを実施し、積極的な社会貢献を果たす。 

４．業務運営 

「理事長のリーダーシップのもと、主体的・自律的な大学運営を確立する。」 

 大学は、理事長のリーダーシップのもと、全学的な教育研究目標を策定し、大学の有する資源を最大限に活用

して、主体的・自律的な大学運営を確立する。理事長を補佐するため、事務局による支援体制を強化する。 

５．財務 

「経営者の視点に立って、法人の財政運営を行う。」 

 大学は、その運営が公的資金に支えられていることを踏まえ、経営者の視点に立って、不断の経営努力を行う。 

収入については、重要な自己財源である学生納付金のあり方について検討するとともに、外部研究資金の獲得に

努め、社会人向け教育サービスや資産の有効活用などによる新たな収入の確保にも積極的に取り組む。経費につ

いては、人員配置や業務内容の見直しを推進し、その抑制を図る。 

６．評価 

「評価を厳正に実施し、大学運営に反映する。」 

 教育・研究その他大学運営全般についての自己点検・評価を厳正に実施するとともに、その評価結果を速やか

に公表する。計画・実行・評価・改善の仕組みを確立し、教員の個人業績評価、県評価委員会の評価及び認証評

価機関の評価を、大学運営の改善に速やかに反映させる。 

７．情報公開 

「情報公開を積極的に推進する。」 

 入学希望者、学生、県民、企業などに対し、次のような情報を積極的に提供する。 

・大学や教員の評価に関する情報 

・組織、教職員、施設設備、入学試験などに関する情報 

・カリキュラム、シラバス、教員の研究成果や地域貢献活動などに関する情報 

・学生の就職支援や卒業生の進路状況に関する情報 

・公開講座、大学施設の開放などに関する情報 

・予算や決算など財務に関する情報 

８．大学改革の推進 

「「福岡女子大学改革基本計画」に基づき、平成23年度を目途に、学部学科の再編及び新たな教育システムの構

築をはじめとする抜本改革に取り組む。」 

平成20年11月「福岡女子大学改革基本計画」が策定され、平成23年4月発足を目指して、新学部（一学部三学

科）による学士課程の教育体制の準備を進めている。この新体制の学部では、「国際性」を涵養し、「グローバ

ル社会の課題に主体的に取り組み、文理を統合した多元的な知識を活用してそれを解決に導く総合的能力」を養

成し、持続可能性社会の実現に寄与する女性人材の育成を目指す。 


